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【対象者】

■重度心身障害者

・身体障害者手帳の１級または２級を取得している人

・療育手帳のＡ１またはＡ２を取得している人

・18歳未満の児童は、身体障害者手帳の３級または４級を取

得しており、療育手帳のＢ１またはＢ２を取得している人

《所得制限》
■65歳未満の人と、65歳以上で平成15年10月１日以前に障害と
なった人は所得制限はありません
■65歳以上で、平成15年10月１日以降、新たに障害となった住民
税非課税世帯の人

■中度心身障害者

・身体障害者手帳の３級を取得している人

・療育手帳のＢ１またはＢ２を取得している人

《所得制限》
■65歳未満は世帯の総所得額が200万円以下の人
■65歳以上は住民税非課税世帯の人

障害者福祉医療費助成制度のご案内

　この制度は、重度心身障害者・中度心身障害者の保健

の向上と福祉の増進を図ることを目的に保険診療の自

己負担分を助成する制度です。

保険医療課からのおしらせ

■問い合わせ先　保険医療課　　57-8510

■手続きに必要なもの

認め印・健康保険証

身体障害者手帳または療育手帳

老人医療受給者証をお持ちの人はその受給者証

医療制度改正についてのお知らせ

老人医療受給者と70歳以上の国保被保険者の人が対象です

高額医療自己負担額が変わります
■所得区分が上がる人には経過措置がある場合があります（平成18年８月から２年間）

●３割負担の受給者証をお持ちの人 ●非課税世帯から課税世帯になった人

３
割
　
　
　
１
割

課
　
税
　
　
非
課
税

負担割合　　世帯の課税情報　 外来（個人単位）　　　　　　　　　外来＋入院（世帯単位）

現役並み

所得者

一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

44,400円

12,000円

8,000円

8,000円

80,100円＋医療費が267,000円を超えた場合、その超過分の

１％を加算（４回目以降は、44,400円）

44,400円

24,600円

15,000円

●公的年金控除の縮減と

　　　　　　老年者控除の廃止に伴う経過措置

　公的年金控除の縮減や老年者控除の廃止により、

現役並み所得者（平成18年10月から医療機関での負

担が３割）の高額医療費の自己負担限度額が所得に

応じて｢一般｣に据え置かれます。

【対象者】

①住民税の課税所得が145万円以上213万円未満の人

（申請は不要です）

②前年の収入額(所得を計算する経費を引く前の収

入額）が高齢者２人以上の世帯で合計520万円以上

621万円未満、高齢者１人世帯で383万円以上484万円

未満の人（申請が必要です）

※対象になっている人の医療受給者証には「一部負

担金の割合」の欄に、『自己負担限度額「一般」を適用』

と表記されます。
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ど

■
問
い
合
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せ
先
　

市
役
所
農
林
課

　
所
得
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

平
成
17
年
分
の
所
得
申
告
か
ら
、

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
際
に
、

一
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
額
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
等
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
平
成
18
年
度
の
所
得
申
告
に

必
要
な
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
は
11

月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
証
明
書
に
は
、
平
成
18
年

１
月
か
ら
９
月
ま
で
の
間
に
納

付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額（
口

座
振
替
者
は
10
月
２
日
引
き
落

と
し
分
ま
で
）
と
、
年
内
に
納
付

が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見

込
額
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　
年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告

の
際
に
は
、
こ
の
証
明
書
や
領
収

証
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

申
告
を
行
う
ま
で
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
平
成
18
年
10
月
か
ら
12

月
ま
で
の
間
に
、
本
年
初
め
て
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た

人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
証
明
書
の

発
送
は
平
成
19
年
２
月
上
旬
の

予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
証
明
書
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ
は
、
証
明
書
表
面
に
記

載
さ
れ
た
問
い
合
わ
せ
先
へ
お

願
い
し
ま
す
。

　
証
明
書
及
び
領
収
証
書
を
紛

失
さ
れ
た
場
合
は
、
お
近
く
の
社

会
保
険
事
務
所
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　
年
金
受
給
者
は
生
存
等
の
確

認
の
た
め
、
一
年
に
一
回
現
況
届

の
提
出
が
必
要
で
し
た
が
、
12
月

生
ま
れ
の
人
か
ら
原
則
と
し
て

不
要
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
人
は
こ
れ
以
後

も
現
況
届
が
必
要
で
す
。

▼
氏
名
な
ど
の
変
更
に
よ
り
、
住

民
基
本
コ
ー
ド
を
確
認
で
き
な

い
人

▼
外
国
籍
の
人

▼
外
国
に
居
住
し
て
い
る
人

　
ま
た
、
現
況
届
が
不
要
な
人
で

も
加
給
年
金
額
を
受
け
ら
れ
て

い
る
場
合
な
ど
提
出
が
必
要
な

届
出
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
業

務
セ
ン
タ
ー
か
ら
受
給
者
の
み

な
さ
ん
へ
送
付
さ
れ
ま
す
。

▼
年
金
請
求
な
ど
の
年
金
相
談

　
０
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０-

０
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１
１
６
５

▼
年
金
受
給
者
の
年
金
相
談
　

　
０
５
７
０-

０
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１
１
６
５

　
通
話
料
金
は
、
一
般
固
定
電
話

の
場
合
、
接
続
先
に
か
か
わ
ら
ず

全
国
ど
こ
か
ら
で
も
市
内
料
金

で
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先
　

南
国
社
会
保
険
事
務
所

　
０
８
８-

８
６
４-

１
１
１
１

　　　　　
農
地
法
第
３
条
申
請
時
の
農

地
取
得
下
限
面
積
が
11
月
１
日

申
請
分
よ
り
香
我
美
町
、野
市
町
、

夜
須
町
、
吉
川
町
は
、
40
ア
ー
ル

に
統
一
さ
れ
ま
す
。

　
赤
岡
町
は
、
30
ア
ー
ル
に
据
え

置
き
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
　

市
役
所
農
業
委
員
会
　

　　
10
月
よ
り
地
上
デ
ジ
タ
ル
放

送
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
が
、今
後
、

約
５
年
間
は
、
現
在
の
ア
ナ
ロ
グ

放
送
も
流
さ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
平
成
23
年
７
月
以
降
は
、

ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
終
了
す
る
の
で
、

デ
ジ
タ
ル
チ
ュ
ー
ナ
ー
な
ど
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
　

▼
ア
ン
テ
ナ
の
場
合

総
務
省
地
上
デ
ジ
タ
ル
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
受
信
相
談
セ
ン
タ
ー
　

　
０
５
７
０-

０
７-

０
１
０
１

▼
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
場
合
　

香
南
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

　
56-

０
１
０
２

　　

 

カ
シ
オ
ワ
ー
ル
ド
オ
ー
プ
ン
ゴ

ル
フ
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
が
11
月
23

日
（
木
）
～
26
日
（
日
）
ま
で
黒
潮

カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
に
お
い
て

開
催
さ
れ
ま
す
。

　
香
南
市
で
は
、
次
の
用
地
が
ギ

ャ
ラ
リ
ー
用
駐
車
場
と
し
て
利

用
さ
れ
る
予
定
で
、
周
辺
の
皆
さ

ん
に
は
、
時
間
帯
に
よ
り
交
通
量

が
増
加
す
る
な
ど
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
ま
す
が
ご
理
解
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

○
天
然
色
劇
場
（
23
・
25
・
26
日
）

○
赤
岡
運
動
広
場
（
25
・
26
日
）

○
ボ
ー
ト
ピ
ア
土
佐
（
全
期
間
）

○
ル
ネ
サ
ス
テ
ク
ノ
ロ
ジ
臨
時

駐
車
場
（
全
期
間
）

○
ヤ
・
シ
ィ
パ
ー
ク
（
全
期
間
）

○
シ
ー
ス
ポ
（
全
期
間
）

■
問
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先
　

市
役
所
商
工
水
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課

　

年

金

　

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
）

控
除
証
明
書
を
送
付
し
ま
す

　

農

業

　

　

地

デ

ジ

　

　

観

光

　

農
地
取
得
下
限
面
積
が

変
わ
り
ま
す

カ
シ
オ
ワ
ー
ル
ド
オ
ー
プ
ン

開
催
に
よ
る
お
願
い

現
況
届
の
提
出
が

　
　
不
要
に
な
り
ま
す

南
国
・
香
美
地
区

　
畜
産
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

年
金
に
関
す
る
電
話
で
の
相
談

は ｢

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル｣

へ

ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
も
今
後
、

約
５
年
間
は
視
聴
で
き
ま
す

【と　き】12月２日（土）・３日（日）
　　　　　午前10時～午後５時
【ところ】赤岡町横町商店街
【イベント】
お宝市・橋の上の音楽会

香南市うまいものづくし

路上のこたつ　…など

【主催】冬の夏祭り実行委員会

【問い合わせ】　　　55-3468

70歳以上の夫婦２人暮らしの場合70歳以上の夫婦２人暮らしの場合

課税者で

125万円以下の所得の夫

非課税者の妻

「低所得Ⅱ」適用

「一般」適用

高齢者とは

70歳以上の人
（65歳以上の老人医療

受給者を含む）

■高額医療費の自己負担限度額

●老年者にかかわる住民税非課税措置の

　　　　　　　　　　　　　　　　廃止に伴う経過措置

　低所得者世帯の高額医療費の自己負担限度額は、世

帯全員が住民税非課税の場合に適用されます。

　課税世帯であっ

ても、世帯の中の

非課税者は「低所

得Ⅱ」の限度額が適

用される場合があ

ります。

【対象者】

課税者が合計所得125万円以下で、平成17年１月１日現

在65歳以上の人のみの世帯の場合は、その世帯の住民

税非課税の高齢者は｢低所得Ⅱ｣を適用します。入院時

の減額は、申請が

必要です。※老齢

福祉年金受給者は

｢低所得Ⅰ｣を適用

します。
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